
ご契約の時から保険契約消滅までの
とりきめを記載しています。
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 1

❶　年金開始日を第 1回年金支
払日とし、その後の年単位の
応当日を順次第 2回以降の年
金支払日とします。

種
類
支払事由（年金を
支払う場合） 支払額

受
取
人

未払年金の一括払い・
年金の継続払いについて

保
証
期
間
付
終
身
年
金

❶

❷

❸

❹

はじめに

ⅱ  特約を付加された場合（付加された特約は保険証券に記載していま
す。）は、特約条項も合わせてご参照ください。

 第 5 条 備考

この約款をご覧になるにあたって

❶❷❸……の番号がある場合には、対応する右の
備考もご参照ください。

この備考も、
約款の一部です。

ⅰ この保険の特徴
保 険 種 類 個人年金保険

内 容 将来の生活資金の準備

年 金 の 種 類 1 ．保証期間付終身年金
2．確定年金

給付金の種類 死亡給付金

保 険 期 間 保険料払込期間　　有期
年金支払期間　　　10年

配 当 タ イ プ 5 年ごと利差のみ配当

❶　年金開始日を第 1回年金支
払日とし、その後の年単位の
応当日を順次第 2回以降の年
金支払日とします。

❷　複数の年金の種類に変更し
たときは変更後のそれぞれの
年金についてこの規定を適用
します。

❸　被保険者の生死が不明の場
合で、被保険者が死亡したも
のと当会社が認めたときに
は、被保険者が死亡したとき
に準じて取り扱います。
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 2

 1  保障の開始について

第 1条 保障の開始

保険料の受取りと承諾の時期 保障が開始する時（責任開始期）

第 2条 保険証券の発行

 2  年金の種類について

第 3条 年金の種類

第 4条 年金開始日の前日の年金の種類の変更

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 3

 3  年金および死亡給付金の支払いについて

第 5条 年金の支払い

種
類
支払事由（年金を
支払う場合） 支払額

受
取
人

未払年金の一括払い・
年金の継続払いについて

保
証
期
間
付
終
身
年
金

❶

❷

❸

❹

確
定
年
金

❹

❸

❹

「保証期間付終身年金の保証期間中または確定年金の年金支払期間中の未払年金の現価（別表 3）」
この約款の末尾に掲載しています

 第 5 条 備考

❶　年金開始日を第 1回年金支
払日とし、その後の年単位の
応当日を順次第 2回以降の年
金支払日とします。

❷　複数の年金の種類に変更し
たときは変更後のそれぞれの
年金についてこの規定を適用
します。

❸　被保険者の生死が不明の場
合で、被保険者が死亡したも
のと当会社が認めたときに
は、被保険者が死亡したとき
に準じて取り扱います。

❹　複数の年金の種類に変更し
たときは変更後のそれぞれの
年金についてこの規定を適用
し、保険契約はすべての年金
部分が消滅した時に消滅しま
す。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 4

第 6条 年金証書の発行

第 7条 死亡給付金の支払い

種
類
支払事由（死亡給付金
を支払う場合） 支払額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
死亡給付金を支払わない場合）

死
亡
給
付
金

❶

❷

❸

「死亡給付金表（別表 4）」
この約款の末尾に掲載しています

❹

第 8条 年金および死亡給付金の請求手続き

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第 9条 年金および死亡給付金の支払いの場所と時期

❶

 第 7 条 備考

❶　被保険者の生死が不明の場
合で、被保険者が死亡したも
のと当会社が認めたときを含
みます。

❷　第 1条（保障の開始）の規
定により保障が開始する時を
いいます。復活が行なわれた
場合は、第17条（保険契約の
復活）の規定により保障が開
始する時をいい、また、復旧
が行なわれた場合、その際の
増額分については第31条（払
済年金保険からの復旧）の規
定により保障が開始する時を
いいます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの保険の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その程度に応
じ、死亡給付金の全額を支払
いまたはその金額を削減して
支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算される保険契約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

 第 9 条 備考

❶　当会社の指定した医師によ
る診断および当会社指定の検
査を含みます。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 5

号 確認が必要な場合 確認する事項

❷

号 確認する事項 特別な照会や調査の内容 日数

❸

第10条 積立金の支払い

❶

❷　第 1号から第 4号のうち複
数に該当する場合であって
も、180日とします。

❸　当会社の指定した医師によ
る必要な診断および当会社指
定の検査に応じなかったとき
を含みます。

 第10条 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算される保険契約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

 第 9 条 備考
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 6

❷

❶

❶

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第11条 年金および死亡給付金の支払方法の選択

❶

 4  保険料について

第12条 保険料の払込み

保険料期間 払込期月 猶予期間
❶

❶

❷

第13条 保険料払込方法（経路）

号 名称 保険料払込方法（経路）

❷　第 1条（保障の開始）の規
定により保障が開始する時を
いいます。復活が行なわれた
場合は、第17条（保険契約の
復活）の規定により保障が開
始する時をいい、また、復旧
が行なわれた場合、その際の
増額分については第31条（払
済年金保険からの復旧）の規
定により保障が開始する時を
いいます。

❶　当会社の定める方法によっ
て計算される保険契約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

 第11条 備考

❶　死亡給付金の支払事由発生
後は、死亡給付金受取人とし
ます。

 第12条 備考

❶　契約応当日がない月の場合
には、その月の末日を契約応
当日とします。

❷　給付金を支払うときは死亡
給付金受取人に払い戻します。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

 第10条 備考
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 7

❶

❷

第14条 保険料払込方法（経路）（第13条）によって保険料を払い込むことが
できなくなったときの取扱い

第15条 保険料が払い込まれない間に年金の支払事由等が発生した場合の取扱い

❶

❶

第16条 保険契約の失効

第17条 保険契約の復活

❶　ただし、あらかじめ保険契
約者から保険料払込みの用意
の申出があったときは猶予期
間中でも集金人を派遣します。

❷　契約応当日がない月の場合
には、その月の末日を契約応
当日とします。

 第15条 備考

❶　契約応当日がない月の場合
には、その月の末日を契約応
当日とします。

 第13条 備考

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 8

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第18条 保険料の一括払い

❶

「当会社の定める率の割引き」「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第19条 保険料の自動振替貸付

❶

貸付金額

貸し付けの時期

保険料への充当
❷

利
息

利率

計算方法

元本への組み入れ

 第18条 備考

❶　死亡給付金を支払う場合に
は死亡給付金受取人とします。

 第19条 備考

❶　払い込むべき月以後 6カ月
分の保険料が払い込まれたも
のとして計算し、また、すで
に貸付金（本条・第34条）が
ある場合には、その元利合計
額を差し引いた残額とします。

❷　貸し付けたときにすでに払
込期月が到来している未払込
保険料については、貸し付け
たときと同時とします。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 9

「当会社の定める率」
お取扱いの際の率によります

第20条 保険料の払込免除

❶

払込免除事由（保険料の
払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
保険料の払込みを免除できない場合

❷

❸

❹ ❺

❻
❺

❺

❷

「対象となる不慮の事故（別表 1）」「身体障害表（別表 2）」
この約款の末尾に掲載しています

 第20条 備考

❶　契約応当日がない月の場合
には、その月の末日を契約応
当日とします。

❷　第 1条（保障の開始）の規
定により保障が開始する時を
いいます。復活が行なわれた
場合は、第17条（保険契約の
復活）の規定により保障が開
始する時をいい、また、復旧
が行なわれた場合、その際の
増額分については第31条（払
済年金保険からの復旧）の規
定により保障が開始する時を
いいます。

❸　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴ 　被保険者または保険契約

者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵ 　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶ 　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 2）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの保険の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、保険料の払込みを
免除します。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください ❻は次のページにあります。
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 10

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

 5  社員配当（保険契約者への配当）について

第21条 社員配当金の計算

第22条 社員配当金の支払い

社員配当金の計算を行なった事業年度末に、年金開始日が到来しておらず、かつ、次
のいずれかに該当する保険契約
号 対象となる保険契約 支払いの方法

❶

支払う場合 受取人

❷

❸

基本年金 増額年金

❹❺

❻

 第22条 備考

❶　契約応当日および年金応当
日がない月の場合には、その
月の末日を契約応当日および
年金応当日とします。

❷　年金開始日に支払われる社
員配当金を含みます。

❸　第 5条の年金をいいます。

❹　保証期間および年金支払期
間は、基本年金の保証期間と
同一とします。

❺　保険契約者は、増額年金の
年金の種類を指定してくださ
い。

❻　年金支払期間は、基本年金
の年金支払期間と同一としま
す。

❻　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 1）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
2）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

 第20条 備考

7070

5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款



5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 11

号 対象となる保険契約 支払いの方法

社員配当金の計算を行なった事業年度末に年金開始日が到来している次のいずれかに
該当する保険契約
号 対象となる保険契約 支払いの方法

❶ ❶　契約応当日および年金応当
日がない月の場合には、その
月の末日を契約応当日および
年金応当日とします。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

 第22条 備考

71

5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款

5
年
ご
と
利
差
配
当
付
個
人
年
金
保
険
普
通
保
険
約
款

71

約　款



5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 12

号 対象となる保険契約 支払いの方法

❼

「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

❼　死亡給付金を支払うときに
は死亡給付金受取人、また、
年金開始日が到来したときに
は年金受取人とします。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

 第22条 備考
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5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 13

 6  告知義務と重大事由による解除について

第23条 告知義務

第24条 告知義務違反による解除

❶

❶

❶

❶

第25条 保険契約を解除できない場合

❶

❷

❸

 第24条 備考

❶　復旧（第31条）の場合は、
年金の増額分をいいます。

 第25条 備考

❶　復旧（第31条）の場合は、
年金の増額分をいいます。

❷　第 1条（保障の開始）の規
定により保障が開始する時を
いいます。復活が行なわれた
場合は、第17条（保険契約の
復活）の規定により保障が開
始する時をいい、また、復旧
が行なわれた場合、その際の
増額分については第31条（払
済年金保険からの復旧）の規
定により保障が開始する時を
いいます。

❸　責任開始時前に原因が生じ
ていたことにより、保険料の
払込免除が行なわれていない
場合を含みます。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第26条 重大事由による解除

❶

給付金等 事故招致した者

❷

❸

給付金等 詐欺行為を行なった者

ア．暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし
ていると認められること

ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ．保険契約者、年金または死亡給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がそ
の法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認め
られること

オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
こと

、年金

から第 3号まで

、年金

年金もしくは
❺

年金もしくは
年金または

❻

 第26条 備考

❶　事故招致の未遂を含みます。

❷　他の保険契約の死亡保険金
を含み、保険種類および給付
の名称の如何を問いません。

❸　詐欺行為の未遂を含みます。

❹　暴力団員でなくなった日か
ら 5年を経過しない者を含み
ます。

❺　第①項第 3号のみに該当し
た場合で、第①項第 3号アか
らオまでに該当した者が、支
払事由が発生した年金または
死亡給付金の受取人のみであ
り、その受取人が年金または
死亡給付金の一部の受取人で
あるときは、この保険契約の
うち、その受取人に支払われ
るべき年金または死亡給付金
に対応する部分とします。

❻　第 1回の年金の支払事由発
生日以後は、年金受取人とし
ます。❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

7474

5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款



5 年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 15

年金受取人または

は、以下のとおり取り扱います。

年金の種類 金額

 7  解約・無効について

第27条 保険契約の解約

第28条 詐欺による取消し、不法取得目的による無効

第29条 返戻金の支払い

失効等の時期 取扱い

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

 8  内容の変更について

第30条 払済年金保険への変更
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❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

❶

❶

第31条 払済年金保険からの復旧

第32条 基本年金年額の減額

第33条 保険契約の内容変更の手続き

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

 9  保険契約者に対する貸付けについて

第34条 保険契約者に対する貸付け

❶

「当会社の定める利率」
お取扱いの際の率によります

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

❶　第35条によって貸付金が差
し引かれる場合には、差引き
後の残額とします。

 第34条 備考

❶　自動振替貸付（第19条）が
ある場合には、その貸付金の
元利合計額を差し引いた残額
とします。

 第30条 備考
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第35条 貸付金の差引き

場合 取扱い

❶

 10 保険契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の  変更などについて

第36条 当会社への通知による年金受取人の変更

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

 第35条 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算される保険契約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第37条 当会社への通知による死亡給付金受取人の変更

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第38条 遺言による年金受取人および死亡給付金受取人の変更

第39条 年金受取人および死亡給付金受取人の死亡

第40条 保険契約者の変更

「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第41条 年金受取人による保険契約上の権利義務の承継

7878
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第42条 保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人の代表者

第43条 保険契約者の連帯責任

第44条 保険契約者の住所等の変更

 11 その他

第45条 死亡給付金受取人による保険契約の存続
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第46条 年齢の計算

第47条 年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い

第48条 時効

❶

第49条 法人契約特則の適用

第50条 保険料一時払いの特則

 第48条 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算される保険契約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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別表 1　　　対象となる不慮の事故

表 1　　　急激、偶発、外来の定義

用語 定義
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表 2　　　対象となる不慮の事故の分類項目（基本分類コード）

分類項目（基本分類コード） 除外するもの

❶

❷❸

❸

備考
❶　「曝

ばく

露
ろ

」とは、その環境にさらされることをいいます。
❷　洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒
（ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒）およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃
腸炎、大腸炎は含まれません。
❸　外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。

8282
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別表 2　　　身体障害表

保険料払込みの免除の対象となる障害状態

等級 障害状態

備　考
1．眼の障害（視力障害）

2．言語またはそしゃくの障害

3．常に介護を要するもの

4．上・下肢の障害

（表）　上・下肢の完全運動麻痺
ひ
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5 ．耳の障害（聴力障害）

6．脊
せき

柱の障害

7．手指の障害

8．足指の障害

補　足

身体部位略図

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

第 2指（示指）

第 1指（母指）
遠位指節間関節

末節
近位指節間関節

指節間関節 中手指節関節

第 1指（母指）

末節
遠位指節間関節
（末関節）指節間関節

近位指節間関節
中足指節関節

上
肢
の
三
大
関
節

下
肢
の
三
大
関
節

下
肢

上
肢
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別表 3　　　保証期間付終身年金の保証期間中または確定年金の年金支払期間中の未払年金の現価

10年保証期間付終身年金、10年確定年金

被保険者の死亡日または未払年金の一括払い請求日 基本年金年額に乗ずる率

別表 4　　　死亡給付金表
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法人契約特則

第 1条 特則の内容

第 2条 死亡給付金の請求手続き

第 3条 死亡給付金を支払わない場合等

第 4条 保険契約者の告知義務

8686

法人契約特則




